
パブリックコメントは、村が公表する重要な施策案や計画案に対して、村民の皆さんから広く意見を公募す
る制度です。寄せられた意見を参考にすることで、より良い村政運営を目指します。

公表期間▼２月27日（金）まで
公表場所▼▽東海村産業･情報プラザ「アイヴィル」 

▽各コミュニティセンター ▽村公式ホームページ
その他▼▽必要事項は必ずご記入ください。▽内容

について個別に確認する場合があります。▽個々
の意見へ個別に回答はしません。▽寄せられたご
意見は計画策定の参考とします。▽意見の概要は
公表（匿名）を予定しています。

提出方法▼２月27日（金）まで（必 着）に、任 意の 様
式に必要事項（▽案件名「東海村地域公共交通計
画（案）」 ▽住所 ▽氏名 ▽電話番号などの連絡
先）を記入の上、郵送、ファックス、メール、持
参のいずれかで、産業政策課産業
政策推進担当（〒319-1118 舟石川
駅 東 三 丁 目 １ 番 １ 号 283-5001

sangyou@vill.tokai.ibaraki.jp）へ
提出してください。 ▲村公式ＨＰ

村では、デマンドタクシー「あいのりくん」や路線バスなど、村民の皆さんの移動を支える公共交通につ
いて、今後の方向性をまとめた「東海村地域公共交通計画」の策定を進めています。この計画（案）について、
皆さんのご意見をお寄せください。

【問い合わせ】産業政策課産業政策推進担当（東海村産業･情報プラザ「アイヴィル」内 ☎287-0925）

「東海村地域公共交通計画（案）」「東海村地域公共交通計画（案）」
へのご意見をお寄せくださいへのご意見をお寄せください

村では、少子高齢化に伴う人口減少の進行や地域社会の変容、デジタル化の進展など、教育を取り巻く
環境の変化に的確に対応していくため、令和８年度を始期とする「東海村教育振興基本計画 ―とうかい教
育プラン2030―」の策定を進めています。この計画（案）について、皆さんのご意見をお寄せください。

【問い合わせ】学校教育課企画総務担当（☎282-1711 内線1412）

「東海村教育振興基本計画「東海村教育振興基本計画
―とうかい教育プラン2030―とうかい教育プラン2030――（案）（案）」」
へのご意見をお寄せくださいへのご意見をお寄せください

公表期間▼２月26日（木）まで
公表場所▼▽学校教育課 ▽中央公民館 ▽村立図書

館 ▽歴史と未来の交流館 ▽各コミュニティセン
ター ▽村公式ホームページ
その他▼▽必要事項は必ずご記入ください。▽内容

について個別に確認する場合があります。▽個々
の意見へ個別に回答はしません。▽寄せられたご
意見は計画策定の参考とします。▽意見の概要は
公表（匿名）を予定しています。

提出方法▼２月26日（木）まで（必着）に、各公表場
所備え付けまたは村公式ホームページからダウン
ロードした所定の様式に必要事項を記入の上、郵
送、ファックス、メール、持参のいずれかで、学
校教育課企画総務担当（〒319-1192 
東 海 三 丁 目 ７ 番 １ 号 282-7944 

kyouiku@vill.tokai.ibaraki.jp）
へ提出してください。

▲村公式ＨＰ

パブリックコメントを実施しています
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